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地区計画は、人々の暮らしの基礎的な「地区」を単位として、道路、公園などの地区施設の配置や

建築物の形態・用途・敷地などについて、きめ細かなルールを定め、地区の特性を生かしたまちづく

りの計画です。その実現のためには、地区住民等の合意形成を図ることが必要です。 

当計画は、地区の目標や将来像を定める「地区計画の目標・方針」と、その目標や将来像を実現す

るための具体的なルールを定める「地区整備計画」の２つで構成されています。 

 

■地区計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区計画が定められる区域 

地区計画が定められる区域    （都市計画法第 12条の 5） 

●用途地域が定められている土地の区域 

●用途地域が定められていな

い土地の区域のうち次のい

ずれかに該当するもの 

・住宅市街地の開発その他の建築物若しくはその敷地の整備に

関する事業が行われる、又は行われた土地の区域 

・建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行わ

れると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状

況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成される

おそれがあるもの 

・健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区

の環境が形成されている土地の区域 

 

■地区整備計画で定めることができる事項 

種   類 定めることができる事項   （都市計画法第 12条の 5） 

地区施設に 

関する事項 

・地区施設（街区内の居住者の用に供する道路、公園、緑地、広場、そ

の他公共空地）の配置・規模 

建築物等に 

関する事項 

・建築物等の用途の制限 

・容積率の最高限度又は最低限度（※） 

・建蔽率の最高限度 

・建築物の敷地面積の最低限度 

・建築物の建築面積の最低限度（※） 

・壁面の位置の制限 

・建築物等の高さの最高限度又は最低限度（※） 

・建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

・かき又はさくの構造制限 ほか 

その他の土地利用の

制限に関する事項 

・現に存する樹林地、草地、水辺地等又は樹林や生垣の多く存する良好 

な住宅地等を、一体的に保全するために必要な事項 

（※）市街化調整区域内では、建築物の容積率・建築面積・高さの 

       最低限度は定められません。

地区計画等 

地区計画の目標、土地利用の方針、地区施設の整備の方針、

建築物等の整備の方針、その他当該区域の整備・開発およ

び保全に関する方針を定めます。 

地区計画の区域の全部又は一部の区域について地区計画

の目標・方針に従って、地区施設に関する事項、建築物等

に関する事項、その他の土地利用の制限に関する事項を定

めます。 

地区計画の目標・方針 

地区整備計画 

地
区
計
画 
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■地区計画のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■良好な住宅地の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外壁・屋根の色彩を決められます。 

軒の出を決められます。 建築物の高さを決められます。 

隣
地
境
界
線 

壁面の位置の制限 

敷地面積の制限 
かき・柵の制限 

用途・容積率・建蔽率・ 

建築面積・高さ・形態意匠 

（軒の出・色彩等）の制限 

ミニ開発はできません。 

ここは商業地ですので１階部分は

店舗にしましょう。 

ここは低い建物は建てられません。 

ここは住宅地ですので 

工場は建てられません。 

ここは高い建物は 

建てられません。 

。 

道路や公園予定地に建物を 

建てるのは控えてください。 

ある高さに決められた住居系の建物が

建てられる、景観に配慮する区域 

ある一定規模以上の敷地面積を有する
住宅が建てられる、良好な住環境を形
成する区域 

公園・緑地等のオープンスペース

を確保する区域 

ある高さ以上の建物しか建てられ

ない、高度利用を進める区域 

御所野地蔵田地区計画 御所野下堤・元町地区計画 




